
全国健康保険協会宮城支部 令和2年度第1回評議会 資料１

令和元年度 決算報告について

Ｒ2.7.14
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１．協会けんぽ(医療分)の 元年度決算見込み ＜ 協会会計と国の特別会計との合算ベース ＞
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元年度 決算（見込み）のポイント ＜ 協会会計と国の特別会計との合算ベース ＞
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２．協会の元年度決算報告書（介護保険分を含む）の概要
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＜ 協会決算 ＞



３．合算ベースの収支（協会会計と国の特別会計との合算）と協会決算との相違（元年度医療分）
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令和元年度宮城支部の収支決算（暫定版）

(注)
１．「債権回収」は、資格喪失後受診に係る返納金、業務上傷病による受診に係る返納金、診療報酬返還金、損害賠償金に係る債権の回収額の実績を表す。
２．「年齢調整額」、「所得調整額」、「激変緩和」のマイナスは調整額を受け取る支部、プラスは調整額を負担する支部。
３．医療給付費は、東日本大震災等による窓口負担減免措置に伴う令和元年度の協会負担分に係る窓口負担減免額を含む。
４．（B1）は、健康保険法施行規則第135条の2の2第2項第1号に基づき、東日本大震災及び熊本地震に伴う平成29年度における協会負担分の窓口負担減免額の
うち、総報酬額の0.01％を超える部分として、（A）から控除するものである。また、（B2）は、東日本大震災等に伴う窓口負担減免措置によって医療費が増加した
分のうちの医療給付費分（国庫補助を除く。波及増分）を表す。

５．「平成29年度の収支差の精算」は、平成29年度の都道府県支部ごとの収支における収支差の精算（健康保険法施行規則第135条の7に基づき行うもの）を表す。
６．国の年金特別会計に係る分並びに東日本大震災による窓口負担減免措置に伴う波及増分（B2）が暫定値であるため、数値は今後変わりうる。

【医療給付費等地域差分とその保険料率換算（試算）について】

 医療給付費等地域差分がプラスになった宮城支部の場合は、令和3年度の保険料率算定の際に305百万円収入に加算される。（概ね0.02％程度）

 令和3年度保険料率算定の際の精算に係る保険料率は、令和元年度の支部の収支差（地域差分）を令和3年度の総報酬額の見込額で除したものにな
るため、令和元年度の総報酬額の実績で除したものとは異なる。
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４．令和元年度宮城支部収支決算について


